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令和５年度相模原市川尻財産区特別会計歳入歳出決算の審査意見につい

て(提出) 

 

地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２３３条第２項の規定により審査に付さ

れた令和５年度相模原市川尻財産区特別会計歳入歳出決算及び証書類その他政令で

定める書類を審査したので、次のとおり意見を提出する。 
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（注） １  文中に用いた金額及び面積は、単位未満は切り捨てた。 

      また、表中に用いた金額のうち千円単位については、原則として単位未満 

は切り捨てた。このため、合計と内訳の計が一致しない場合がある。 

       ２  比率は、原則小数点第２位を四捨五入した。このため、合計と内訳の計が 

一致しない場合がある。 

    ３ 文中に用いる「ポイント」とは、パーセント間の単純差引数値である。 

       ４ 各表中の符号の用法は次のとおりである。 

            「0.0」･･････ 該当数値はあるが単位未満のもの 

            「100.0」････ 単位未満を四捨五入したもの 

「△」 ･･････ 収支不足額を示し、又は増減では減を示すもの 

            「－」 ･･････ 算出不能、該当数値のないものなど 

       ５ 前年度に対する増減比率で、前年度に数値がなく全額増加した比率につい

ては「皆増」、当年度に数値がなく全額減少した比率については「皆減」と

表記した。 
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令和５年度相模原市川尻財産区特別会計歳入歳出決算の審査意見 
 

第１ 相模原市監査基準への準拠 

この審査は、相模原市監査基準(平成２９年相模原市監査委員訓令第１号。以下「監査基準」

という。)に準拠して実施した。 

 

第２ 審査の種類 

地方自治法第２３３条第２項の規定に基づく特別会計歳入歳出決算審査 

 

第３ 審査の実施日程 
令和６年７月１日から同年８月２日まで 

 

第４ 審査の対象 

１ 令和５年度相模原市川尻財産区特別会計歳入歳出決算 

２ 歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書及び証書類 

 

第５ 審査の着眼点 
監査基準第１１条第６項第４号の規定に基づき、別紙のとおり主な着眼点を定めて審査を行っ

た。 

 

第６ 審査の主な実施手続 
監査基準第１４条及び第１５条の規定に基づき、試査を基本とし、歳入歳出決算、同事項別明

細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書(第７及び別紙において「決算その他関係書

類」という。)について関連証憑の突合、計算突合、分析的手続、質問、閲覧等の手法により審

査の手続を行った。 

 

第７ 審査の結果 

第１から第６までのとおり審査した限り、重要な点において、決算その他関係書類が法令等に

適合し、かつ、その内容が正確であると認められた。 

  

第８ 審査の意見 
川尻財産区の決算額は、歳入 1,147 万円で、前年度と比べ 52 万円(4.8％)の増加となってい

る。これは主として、本沢梅園における生産物売払収入が 89 万円及び協賛金等の雑入が 37 万円

減少した反面、川尻財産区運営基金からの繰入金が 230 万円増加したことによるものである。川

尻財産区運営基金からの繰入金は 710 万円で、歳入の 61.9％を占めている。 
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歳出は、1,094 万円で、前年度と比べ 84 万円(8.4％)の増加となっている。これは主として、

財産管理費が 40 万円、本沢梅園管理費が 16 万円及び議員報酬の改定に伴い議員報酬費が 14 万

円増加したことによるものである。 

本沢梅園以外の山林財産からの収益を見込むことが厳しい状況であるので、経常経費の節減に

努め、財産区有財産の適切な維持・管理に今後とも努められたい。 

第９　審査の内容

１　決算の概要

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

(1) 歳　入

(C) (C)
年度 （A） （B）

決算額は、歳入1,147万円、歳出1,094万円で、歳入歳出差引額は52万円となり、翌年度へ繰り越すべき

財源はないので、実質収支も同額である。

   決算額を前年度と比較すると、歳入は52万円(4.8％)、歳出は84万円(8.4％)の増加である。

決 算 の 状 況
（単位：円、％）

区　　　　　　分 ５　年　度 ４　年　度 増　減　額 増　減　率

歳入における決算の状況は、予算現額1,798万円に対し、調定額1,147万円で、その全額が収入済となって

いる。

前年度と比較すると、予算現額は398万円(28.4％)、調定額及び収入済額は52万円(4.8％)の増加となって

いる。

予 算 現 額 17,980,000 14,000,000 3,980,000 28.4

歳 入 決 算 額 11,470,299 10,950,164 520,135 4.8

歳 出 決 算 額 10,946,678 10,096,967 849,711 8.4

△ 38.6

△ 38.6

翌年度へ繰り越すべき財源 0 0 0 －

前 年 度 実 質 収 支 853,197 1,118,584 △ 265,387 △ 23.7

形 式 収 支 （Ａ－Ｂ） 523,621 853,197 △ 329,576

実 質 収 支 （Ｃ－Ｄ） 523,621 853,197 △ 329,576

単 年 度 収 支 （Ｅ－Ｆ） △ 329,576 △ 265,387 △ 64,189 －

（単位：円、％）

区分
予算現額(Ａ) 調定額(Ｂ)  収入済額(Ｃ)  不納欠損額  収入未済額

収入率

63.8 100

４ 14,000,000 10,950,164 10,950,164 0 0 78.2 100

５ 17,980,000 11,470,299 11,470,299 0 0

△ 14.4 0

増減率 28.4 4.8 4.8 － － － －

増減 3,980,000 520,135 520,135 0 0

- 5 -
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第１５款  財産収入

(C) (C)
年度 （A） （B）

収入済額の主なもの
・生産物売払収入
・土地貸付収入

第２０款  繰入金

(C) (C)
年度 （A） （B）

財 源 別 対 前 年 度 比 較
（単位：千円、％）

区　　分
決　　算　　額 構　成　比　率

５年度 ４年度 ５年度 ４年度

計 11,470 10,950 100 100

（注）本表は、地方財政状況調査の分類方法を準用した。

自　主　財　源 11,470 10,950 100 100

依　存　財　源 0 0 0 0

   収入済額は、すべて自主財源である。

（単位：円、％）

区分
予算現額(Ａ) 調定額(Ｂ)  収入済額(Ｃ)  不納欠損額  収入未済額

収入率

98.9 100

４ 3,279,000 3,910,680 3,910,680 0 0 119.3 100

５ 2,802,000 2,770,902 2,770,902 0 0

△ 20.4 0

収入済額277万円を前年度と比較すると113万円(29.1％)の減少である。これは主として、生産物売払収入

が89万円及び土地貸付収入が26万円減少したことによるものである。

191万円
62万円

（単位：円、％）

増減 △ 477,000 △ 1,139,778 △ 1,139,778 0 0

収入率

５ 14,000,000 7,100,000 7,100,000 0 0 50.7 100

区分
予算現額(Ａ) 調定額(Ｂ)  収入済額(Ｃ)  不納欠損額  収入未済額

48.4 100

増減 4,080,000 2,300,000 2,300,000 0 0 2.3 0

４ 9,920,000 4,800,000 4,800,000 0 0

収入済額710万円は川尻財産区運営基金繰入金で、前年度と比較すると230万円(47.9％)の増加である。

これは、ナラ枯れ処理等に係る山林管理費用及び本沢梅園に係る管理費用が増加したことによるものであ

る。
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第２５款  繰越金

(C) (C)
年度 （A） （B）

第３０款  諸収入

(C) (C)
年度 （A） （B）

収入済額の主なもの
・梅園管理協力金

（単位：円、％）

区分
予算現額(Ａ) 調定額(Ｂ)  収入済額(Ｃ)  不納欠損額  収入未済額

収入率

678,000 746,200 746,200 0 0

170.6 100

４ 500,000 1,118,584 1,118,584 0 0 223.7 100

５ 500,000 853,197 853,197 0 0

△ 53.1 0

   収入済額85万円は前年度剰余金で、前年度と比較すると26万円(23.7％)の減少である。

（単位：円、％）

区分
予算現額(Ａ) 調定額(Ｂ)  収入済額(Ｃ)  不納欠損額  収入未済額

増減 0 △ 265,387 △ 265,387 0 0

収入率

110.1

   収入済額は74万円で、前年度と比較すると37万円(33.4％)の減少である。

71万円

372.4 100

増減 377,000 △ 374,700 △ 374,700 0 0 △ 262.3 0

４ 301,000 1,120,900 1,120,900 0 0

100５
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第２５款  繰越金

(C) (C)
年度 （A） （B）

第３０款  諸収入

(C) (C)
年度 （A） （B）

収入済額の主なもの
・梅園管理協力金
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区分
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   収入済額は74万円で、前年度と比較すると37万円(33.4％)の減少である。

71万円

372.4 100

増減 377,000 △ 374,700 △ 374,700 0 0 △ 262.3 0

４ 301,000 1,120,900 1,120,900 0 0

100５
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(2) 歳　出

年度

第５款  議会費

年度

不 用 額

7,033,322

3,903,033

3,130,289

80.2

　（単位：円、％）

区分
予 算 現 額 支 出 済 額  翌年度繰越額 執行率

増減率 28.4 8.4 － －

増減 3,980,000 849,711 0 △ 11.2

４ 14,000,000 10,096,967 0 72.1

５ 17,980,000 10,946,678 0 60.9

0 62,063 92.3

歳出における決算の状況は、予算現額1,798万円に対し、支出済額1,094万円で、執行率は60.9％となって

いる。これらを前年度と比較すると、予算現額は398万円(28.4％)、支出済額は84万円(8.4％)の増加であり、

執行率は11.2ポイント低下している。

   不用額703万円は、予算現額の39.1％(前年度27.9％)である。

５ 807,000 744,937

12.9

４ 642,000 509,801 0 132,199 79.4

（単位：円、％）

区分
予 算 現 額 支 出 済 額  翌年度繰越額 不 用 額 執行率

増減 165,000 235,136 0 △ 70,136

支出済額は74万円で、議員報酬費64万円及び議会事務費10万円である。不用額は6万円で、議会事務費

3万円及び議員報酬費2万円である。
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第１０款  総務費

年度

支出済額の主なもの
・財産管理費
・本沢梅園管理費

不用額の主なもの

・財産管理費

・川尻財産区議会議員通常選挙費

第２５款  予備費

年度

区分
予 算 現 額 支 出 済 額  翌年度繰越額 不 用 額

増減 3,874,000 614,575 0 3,259,425 △ 13.6

４ 12,858,000 9,587,166 0 3,270,834 74.6

執行率

５ 16,732,000 10,201,741 0 6,530,259 61.0

（単位：円、％）

４ 500,000 0 500,000 500,000

支出済額1,020万円を前年度と比較すると61万円（6.4％）の増加である。これは主として、財産管理費が40

万円、本沢梅園管理費が16万円及び川尻財産区議会議員通常選挙費6万円が増加したことによるものであ

る。

519万円
462万円

区分
予 算 額 充 用 額 予 算 現 額 不 用 額

５ 500,000 59,000 441,000 441,000

236万円

（単位：円）

   予備費の充用額は5万円で、前年度は充用がなかったため皆増である。

款別充用状況は、議会費5万円となっている。これは、川尻財産区議会議員改選に伴う支出が生じたため、

議会事務費に充用したものである。

増減 0 59,000 △ 59,000 △ 59,000

245万円
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２　実質収支に関する調書

３　財産に関する調書

（土地のうち山林の内訳）

(1) 公有財産

ア 土地及び建物

イ 出資による権利

(2) 基金

翌年度へ繰り越すべき財源
実質収支継 続 費

逓 次 繰 越 額
繰 越 明 許 費
繰 越 額

事 故 繰 越 し
繰 越 額

　　　 公有財産及び基金の異動状況は、次のとおりである。

財 産 の 状 況

区　　      　  分 単位 ４年度末現在高 ５年度中増減高 ５年度末現在高

川尻財産区特別会計 523 0 0 0 523

　　　 実質収支に関する調書に記載されている川尻財産区特別会計の計数は、次のとおりである。

実 質 収 支
（単位：千円）

会 計 区 分
歳 入 歳 出
差 引 額

公
有
財
産

土 地 ㎡ 766,496.68 0 766,496.68

建 物 ㎡ 52.00 0

川 尻 財 産 区 運 営 基 金 円 222,053,002 △ 6,870,000

52.00

出 資 に よ る 権 利 円 420,000 0 420,000

21,309.75

　 土地及び建物の年度末現在高は766,496㎡及び52㎡で、前年度と同じである。山林の立木の推定

蓄積量の年度末現在高は21,309㎥となり、前年度と比較すると152㎥増加している。

 　出資による権利の年度末現在高は42万円で、前年度と同じである。

 　基金の年度末現在高は2億1,518万円で、前年度と比較すると687万円減少している。

　　　山　　　林 766,241.77 0 766,241.77 21,156.83 152.92

215,183,002

　　　区　　　分
面　　　積         　（㎡） 立木の推定蓄積量       （㎥）

４ 年 度 末
現 在 高

５ 年 度 中
増 減 高

５ 年 度 末
現 在 高

４ 年 度 末
現 在 高

５ 年 度 中
増 減 高

５ 年 度 末
現 在 高

基
金

基

金

資
金
積
立
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別紙 

特別会計歳入歳出決算審査の主な着眼点  
 
１ 形式審査 

（１）決算その他関係書類は法令で定める様式を基準として作成されて

いるか。 

（２）決算その他関係書類の計数は正確か。 

（３）歳入歳出決算額は証拠書類と一致しているか。 

 

２  実質審査 

（１）予備調査(計数分析) 

ア  総計決算と純計決算の計数比較 

イ  会計別、款・項別予算執行状況の年度間比較 

ウ  財源別、決算額、構成比の年度間比較 

エ  性質別、決算額、構成比の年度間比較 

オ  会計別、市債現在高の年度間比較 

カ   会計別、債務負担行為(翌年度以降支出予定額)の年度間比較 

キ  財政指標の年度間比較(経常収支比率、実質収支比率、財政力指

数、公債費負担比率) 

（２）内容審査 

ア  共通的事項 

（ア）年度区分及び会計区分を誤っているものはないか。 

（イ）収入・支出の振替及び更正の手続は適正に行われているか。 

（ウ）前年度の収入未済額は当年度繰越調定額と符合しているか。 

（エ）前年度の決算における翌年度への繰越金は相違なく当年度の歳

入に入っているか。 

イ  歳入  

（ア）調定の時期及び手続は適正か。 

（イ）収入済額は予算現額に比べて著しい差異はないか。その理由は

何か。また、前年度と比べて著しい増減はないか。その理由は何

か。 

（ウ）収入済額は調定額に比べて著しい差異はないか。その理由は何

か。また、前年度と比べて収入率が著しく低下しているものはな

いか。その理由は何か。 

（エ）収入未済、不納欠損処分及び滞納処分停止の事務処理は適切か。 

ウ  歳出  

（ア）予算額に比べて多額の不用額を生じているものはないか。その
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ウ  歳出  

（ア）予算額に比べて多額の不用額を生じているものはないか。その
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理由は何か。 

（イ）予備費充用又は流用増減額の理由及び手続は適正であるか。 

（ウ）継続費の逓次繰越し、繰越明許費による繰越し、事故繰越し等

の繰越理由及び手続は適正か。 

エ  財産  

（ア）異動増減の理由及び処理は適正か。また、現在高は正確か。 

（イ）基金について、当初の設置目的を達したため見直すべきものは

ないか。 
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